
資料 7

地域医療介護総合確保基金事業とは

地域医療介護総合確保基金は、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年に備え、病床の機

能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保、勤務環境の改善等、「効

率的かつ質の高い医療提供体制の構築」 と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題
として、地域の実情に沿つた医療提供体制を構築し、「県民安心の愛媛医療」の維持確保を

図るため、平成 27年度に策定した「地域医療構想」を基に、病床機能分化を促進させ、地

域全体で治し支える「地域完結型」の医療体制構築とともに、医療従事者の養成と各医療

圏の広域的な連携を確保 して地域医療を守るため行 う各種事業を実施するため、消費税を

財源として国と県が各都道府県に設立したものです。

<対象事業>
対象となる事業は、次の事業区分 I、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及び別添の 「地域医療介護総合確保基

金 (医療分)の標準事業例 (以下「標準事業例」という。)」 イこ該当する事業です。
・区分 I… 1地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
日区分 I… 2地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業
・区分Ⅱ  居宅等における医療の提供に関する事業
日区分Ⅲ  医療従事者の確保に関する事業
日区分Ⅳ  勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

<従来の「補助金」と異なる点>
基金事業は、従来の単なる「補助金」とは異なり、
日特定の医療機関が単独で実施・完結する事業ではなく、日域のニーズがあり、関係機関
が草様 〔́て豊怖す 事業であることハ

・ 実施 した事業が、特定の医療機関が利益を得るのみではなく、圏域の病床機能分化につ

ながる )ヽの 、又は圏域全体に事業実施による成果が波及 し、各圏域の地域医療構想に

掲 !ギ ス 顕 鯉 決 ! つ ナ▲‐がる事業であることヘ
E事業実施後の成果が、費用対効果の面で優れており、かつ客観的な数値等で表すことが

可能であること。
・原則、国の示す「標準事業例」に基づいた事業であること。
が条件となってきますb

<申請に際して留意すること>
D当 事者間での事業に係る認識 。調整が不足していないか。(途中で目的が変わってしまう、

尻すばみになる。)

口なぜ当該事業を実施する必要があるのか、具体的な根拠、目的、事業内容が整理されて

いるか。 (事業イメマジだけの、単なる提案ではだめ。)

・ 事業実施後の効果及び次の段階に繋げる体制について、具体性があるか。(事業を実施 し

ただけで、波及させる部分が欠落していないか。)

a事業内容が単に固定化 した経費 (人件費等)の付け替え、内部の職員に対する研修、福

利厚生で終わつていないか。
日事業費積算根拠は適正か。 (見積書、単価等明確な根拠は必要。)

日事業実施に関する概要や必要性について、書面で説明できるか。(言葉だけではなく、具

体的な資料や証拠が必要。)
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令和4年度予算案:公費で岬隅億円
(医療分 岬踏億円、介護分 E四億円)

地域
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O団 塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事

確保 E勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題
者の |

プ

O のため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度 (地域医療介護総合確保基金)を創設し、各都道府県

に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施ざ

的

塩L

市
町
村

市町村計画

(基金事業計画)

部
道
府
県

事 業 者 等  (医療機関、介護サービス事業所等)

国 O基金に関する基本的事項
口公正かつ透明なプロセスの確保 (関係者の意見を反映させる仕組みの整備 )

・事業主体間の公平性など公正性 B透明性の確保
日診療報酬日介護報酬等との役割分担

O都 道 府 県計 画及び市 町村 計画 の基本 的な記載 事項

医療介護総合確保区域の設定※1/目 標と計画期間 (原則 1年間)/
事業の内容、費用の額等 /事 業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

O都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

都道府県計画及び市町村計画 (基金事業計画)

弔露国限筆凝□懸彦羞理装

I-1地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

I―互地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Π 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)

Ⅳ  医療従事者の確保に関する事業

V 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ  勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

I醜瑚輯 ,お黙 :雛頑
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病 床 機 能 再 編 支 援 事 業 (地域医療介瓢 痢 腺 基金 事業区分 I-2)

(1.単独支援給付金支給事業】

病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成 した医療機関 (統合によ

り廃止する場合も含む)に対し、減少する病床 1床当たり、病床稼働率に応した額
を支給

※病床機能再編後の対象 3区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象 3区分として報告された稼働病床数の合計の900/0以下となること

令和 4年度予算案 !地域医療介護総合確保基金 (医療分 )

公費1,029億円の内数 (195億円)

病床200床

ギ垢 合呂権医療機関 l

病床 150床

統合後のA総合病院
250床
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*1財政支援 ―・使途に制約のない給付金を支給
12対象 3区分・・・高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

○中長期的な人口減少 。高齢化の進行を見据えつつ、
1今

般の新型コロナウイルス感染症べの対応により顕在化した地域医療の

課題への対応を含め、地域の実情に応した質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

0こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和 2年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、

引き続き事業を実施する。 【補助スキーム :定額補助 (国 10/10)】
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減少する病床数
について支給

【3.債務整埋支援給付金支給事業】

統合 (廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す

る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給
※統合関係医療機関の対象 3区分の総病床数の100/0以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

【2.統合支援給付金支給事業】

統合 (廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合のコス ト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関 (統合関係医療機関)全体で減少する病床 1床当た

り、病床稼働率に応した額を支給 (配分は統合関係医療機関全体で調整) |
※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象 3区分の総病床数が100/。以上減少する場合に対象

」の取組に対する財政支援
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基金事業要望の流れ

1卜

予算化

会議

B各保健所は要望内容を精査 (新規事業はヒアリング実施)

日要望の評価案を作成して調整会議に付議。結果を医療対策課に送付
調整会議

B医療対策課から関係機関べ要望照会 (県 レベル団体から会員等に周知依

頼含む)

・県レベル団体は医療対策課へ要望書を提出

・構想区域内関係者は、郡市医師会等を経由し、各保健所へ要望書を提出



基金事業要望の流れ

【構想区域内関係者】

【県レベル関係団体等】

要望書
を提出

評価結果
の送付

運営

運営

01

イ
事業評価 g採否 ロ

優先順位付け
~

事業全体 (県 レベル+
構想区域別)の取りま
とめ

中
要望書
を提出

医療機関等 郡市医師会 県保健所 調整会議

歯科診療所等 都市歯科医師会

県医師会

県歯科医師会

県薬剤師会

(各構想区分域含む) 推進戦略会議

県看護協会

(各構想区分域含む)

愛媛大学医学部

(附属病院分は除 く)



医政地発 0127第 1号

平成 29年 1月 27日

各都道府県衛生主管 (部)局長 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長

(公  印  省  略 )

地域医療介護総合確保基金 (医療分)に係る標準事業例

及び標準単価の設定について

地域医療介護総合確保基金 (医療分)につきましては、医療及び介護の総合的な確保

のための事業であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

(平成元年法律第 64号 )第 4条第 1項に規定する都道府県計画 (以下、「都道府県計画」

という。)で定める「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業」、「居宅等における医療の提供に関する事業」及び「医療従事者の確保に関す

る事業」のいずれかに該当する事業として都道府県計画に掲載された事業 (以下、「基

金事業」という。)、 を対象としているところですが、予算の効率的な活用を図るため、

今般、基金事業における標準事業例及び標準単価を別紙 1及び別紙 2の とおり設定した

ので通知します。

つきましては、平成 29年度以降の都道府県計画の策定に当たつては、原則として、

標準事業例及び標準単価により、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会等の関係者

の意見を踏まえた上で、事業を計上して頂くようお願いします。

なお、別紙 1及び別紙 2に該当しない事業又は単価がある場合には、あらかじめ当課

と協議の上、基金事業として都道府県計画に掲載していただくよう併せてお願いします。
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地瞬医療介調総合確保基金 (医療分)の標準事業例
(測価 1)

1

IC Iを 府用した電販 医撫ネットワーク碁盛 の理偏

らヽ

2

稲T甲科盛猥綴関の徹籠分化を進める観点から、病床を外来施設やデイケア施設等薪た石爾五
~

に供するための改修又は施設・設備の整備を行う。

3 院」に対して、新たに整備する放射線機器や検査
において、新たに設置する「地域力嚇 再

~

堡室等の整備を行う。

4

上を図るた

士を配
置又は派遣し、

5

腐〕木(7)1置 稲分化・連岳を拒返するための基盤霊備

岳辮ぢ留語雰だ貫雷露維竃子摩だぁの温盟
サ~ビスを地域において総否雨に覆保するナ_~

設・設備の整備を行う。
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H富猥養生府の更機

8

仕 =ξ医猥 に係 0医 ,照遅房千不刷の運宮更機
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9

に対する支援を行う

J

るため

正遅を図るため、在 IE

10

保健所等 )に 対す

るため
る支援を行う。

・推進を担う

・介

11 対する普及・啓発
刀`コ`りつげ医〔′,管嵐江君を種遅するため、
に対する広報活動に対する支援を行う。

地よ霊医師会琴における、医師に対する研修や、住民

12

13
謝剰lEへの対応など多暇種間の運振を図るため、認知症専門医の指導の下、地域の医療と介・
褒の連携の場を設け、各地域における認知症ケァの流れ(認知症ケアパス)等の検討を支援す
る。

14
認知五E猥患医原センターの一類型として指定された診療所が、他医療機固浄河床ラークを構築
し、認知症の鐘別診断につなげるための経費に対する支援を行う。
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15

蹄 籍簿話臨離 騒酪岱竜霞乗と雛緑難巖胤握解策筋轟

16

住モ画科騒際の翼配に係●拠点・更接体制の整偏 にモ四科臨,爪空に選 ,イ0たの、椰週肘県四科医日巾雲寺に在IE国科医猥運概堅を設置し、4宅
螢科医療希望者の歯科診療所の照会、在宅曽科医療等に関する相談、在宅歯科医療を実施し
ようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸出の実施にかかる運営費等に対する支援を
行う。

17

住モ園科医撫違誘至とこそ医猥運協拠点や地域包橘支援セ
ンター等との連携の推進

る支援を行う。

く、 て設置し、

照会

ユ兄在 、郡週府 県電科

の貸出

18

臣=Eで環養アる疾患を石する者に対する歯科保健医療を実
施するための研修の実施 に対する

,9 車や在宅歯科医療機智 曇憲窮星既母柴S尋昂
題科医猥の実施に必要となる、訪間歯科診療

半医療実施のための機器等の購入を支援する。

20 揺 輩奪5甜野鍛躙 電藍覇饂霊臨 路継説睡瑞
を整備する。
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住 =E四 科 医Iを要肥するための人材 の 1巴保 更晨 種=E画科盛僚を票疋する彊科診猥所の後方支援を行う病院歯科等の歯科医師て百科衛王士の

~

確保を行う。
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所間楽剤習理福準を行おうとする栗局への研修や実施してい
る薬局の周知

地域薬抑l師会が訪問薬剤管理指導
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推

要
な
事
業
　
等

24

柊系刑医療に必晏な医療用縣薬の円滑供給の支援
て使用する医療用麻薬について、地域の関係

棚 含痩繋誨轟鶏翌
会、訪凹f護

ス
テーション等 )で 品目・規格統T等に関する協議
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（
１

）
医
師

の
地
域

偏
在

対
策

の
た
め

の
事

業
　
等

28
る。

ての茶務や地域の精神科救急医療体制の確保のための精
る支援を行う。

径療機関において、小児の秋急・累 中治猥に習熙した小児科 医や看護旧中の取が不足している状

況にあることから、専円性の高い医療従事者の確保のための研修の実施を支援すると
20

る研修の実施を支撮する
30 小児枚急に関する研修の実施

（
２

）
診
森

科

の
偏
在

対
策

（
医
科

・
歯

科
連

携

の
た

め

の
事
業

　

等

31

医科・題科運協に資する人柄委月尾のための研修り実河巴 医科・曽科運携を権進するため、がん愚者、稲尿柄悪看等と観科との関通に1や、る1片静雲を開催

し、疾病予防・疾病の早期治療等に有用な医科・歯科の連携に関する研修会の実施にかかる支

援を行う。

32 る支援を行う。

33

歯科衛生士、歯科旗工士を目指す学生への就学支援を行う。

更

援

療
従
事
を

事
業
　
率

（
３

のャ

た女
め性
の 医

34

女性 桑剤 師等 の復職更撮 病院・薬局等での勤務経験がある薬剤師(特に女性)の復職支援を促進するため、地域栗剤師
会において、地域の病院・薬局等と連携した復職支援プログラムの実施を支援する。

35

36
看護 l既員の質貿の 同上を図るための研倭の要祗 詈護職員を対象とした責質向上を図るための研修琴を開催するための経賃に対する更艦を行

,。

37
菅護暇罠の負担騒漑に資する者護稲助者の君購も含つた者
護管理者の研修の実施

替護管理者向けに看護補助者の活用も含めた君護サービス管理能力の向上のための研倭を霙
施するための経費に対する支援を行う。

38
離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進

39

40

41

42

看護師等養成所の施設・設1需電:傭

に対す

43 舌護職 員定着促進 のための福舎整偏 晉謹師宿合を看護職員の離職防止対策の一環として個室整備に対する支援を行う。

44 腎護教 員憂威語 習会の霙範 に必要な執堅等 の施設置偏 教員委成講習会の定員数の増加等に伴う教室等の施設霊傭に対する支機を行う。

屈時間正規雇用など多標な勤務形懸等の導入や継含和融窓日の
‐
改H、 者護栞務の翻挙 1ヒ や

職場風土改善の研俸等を行うための経費に対する支援を行う。45
晉護職員の就労環境改書のための体制霊傭

看護曜 員の勤務環境改書 のための施設置隔 病院のナースステーシヨン、仮眠室、処置堅、カンフアレンスルーム等の柾 1丘や新設により看設

職員が働きやすい合理的な病棟づくりとするために必要な施設整備に対する支援を行う。46

困科衛生士、額科薇工士の教育内容の死霙、買の高い医騒を提供できる人7を育厩するために

必要な施設・設備の整備を行う。                     ｀47
田科 将f生■・凹科猥 工士委月庭前の顧説・譲 1席登峰

（
４

）
看
護
犠
員
等
の
確
保
の
た
め
の
事
業
　
等

4g

拠点となる原陽・薬局における栗剤日1のれ躍保聰域包栖ケアの

支援

薬

て に勤務

する菓剤師の緊急派遣などの協議

l也域薬剤師会 I三 おいて

制師の確保が困難な、

49

勤務環境改署支援センターの運営 医師・看護師等の医療従事者の雄職防止・定着促進を図ることを目指し、PDCAサイクルを活用
して勤務環境改善に向けた取組を行うための仕組みを活用して芸角務環境!皮善に取り組む各医療
機関に対して総合的・専門的な支援を行うために設置される「医療勤務環境改善支援センター」
を都道府県が運営するための経費に対する支援を行う。

脇簡脳 鑑鍵産蓑畢患記畔剤獄r潔継縮堺逢識龍
やすさ確保のための環境整備など、改善計画を進める医療機関の取組を支援する。

50

各医療機関の勤務環境改番や再就栞促準の駆組への更猿
(医療クラーク、ICTシステム導入、院内保育所整備・運営等)

51

石床診 ,環所における,F軍妥l医日中を言む医目巾、看護日中寺のに

保支援

病院を退院する忌者が居:E琴における猥養生活に円滑に移行するために必要な医際寺を硯際

するため、有床診療所において休 日・夜間に勤務する医師・看謹師等を配置する。

52

休 日・夜間の小児執急医綴体印lの 整偏
け

に必要な医師、
に対す「小児執急医療拠点病院」

るため、ることを通し、
Sa

電話による小児患者の相談体制の整備

の
磁
保

送
咸
め
た
め

（
Ｓ

）
医

療

従

事

者

の
勤

務

環

境

改

善

の

た

め

の
事

業

　

等 54

後万 三振機関への機送体制の霊偏 紋急や小児周産期の医師の負担を軽滅するため、高次医療機関において不安疋な状態を脱し

た患者を横送元等の医療機関に救急 自動車等で搬送する際の経費に対する支援を行う。

また、受入医療機関に積極的に受け入れるためのコー,・ィネー,― の配置を支援する。

8



(副競 2)
地競医療介護総合醸保墓a tE療分)の標準単価

事業区分 対象経費 標準単価

地域医療支援センター運営事業

専任医師及び専従職員の人件費
専任医師 1人当た
専往職員 1人当た

り 12,548千 円
り 3,899千円

事業に必要な経費 年領 27,207千 円

撤急勤務医支援事業
休日・夜間に教急対応を行う医師に支払われる救
急JI務医手当

1人 1回
休 日昼間

当た り
6,785円 夜閣  9,330円

小児数急電話相談事業 小児敦息電話相談事業・協議会に必要な経費

(活動貴)

年後6時から翌日午前 8時までの間
54,200円 X宴施日数 (8時間以上実施)

午前 8時から年後6時までの間
54,200円 X実施日数 (8時間以上実施)

(運営経費)1,984千 円
(協議会経費)333千円

小児枚急地域医師研修事業 小児敦急地域医師研修事業・協議会に必要な経費
(研修経■)1地区当たり
(協議会経費)1,012千 円

273千円

小児教急医療体制整備事業
小児教急医療支援事業

小児教急医療支援事業に必要な給与費、報償費

(常勤の体制)            ・

休日・夜間 1地区当たり 26,310(13.150)円 X診察日数
夜間加算 1地区当たり 19,782円 文診療日数
小児救急電話相談実施加算 1地区当たり 14,838円 X診療日

数
(オ ンコール体制)

1地区当たり 13.570円 X診療日数

小児教急医療体制整備事業
小児救急医療拠点病院運営事業

小児散急医療拠点病院運営事業に必要な給与費、
報憤費

(常勤の体制)

35,92G千 円X運営月数/12
夜間加算 8,520千 円X運営月数/12
小児紋急電話相談実施加算 6.781千 円X運営月数/12

(オ ンコ=ル体制)

121403千 円X運営月数/12

散急医療専門領域医師研修事業 散急医療専門領域医師研修事業に必要な経費 研修 1分野当た り 1,595千円

小児集中治療室医療従事者研修事業 小児集中治療室医療従事者研修事業に必要な経費 12.612千 円

新生児医療担当医確保支援事業 新生児担当医手当等 新生児1人 当たり10,000円

医師派遣等推進事業

都道府県医療対策協議会が医師派遣の調整等を行
う場合に必要となる経費

],000千円

派遣先医療機関が派遣医師を受け入れるための準
備に必要となる経費 受入医師 1人当たり 150千 円

当該医療機関における直近の決算数値により算出
される医師 1人 1月 当たりの経常利益相当額に派
遣医師ごとに派遣月数を乗じて得た額

派遣医師 1人当たり 1.250千円X派遣月数

派遣医師が派遣後に海外研修等に多加する自己研
蟻に必要となる経費

派遣医師1人当たり 2.Oo4千円

女性医師等就労支援事業
復職のための受入医療機関の紹介等を行う受付・
相談憲口業務に必要な経費、復職研修及び職場環
境整備に必要な経費

(相談窓日経費)71093千 円
(病院研修及び就労環境改善経費)1か所あたり111140千 円

産科医等確保支援事業 分娩手 当等 1分娩当た り 10千 円

産科医等育成支援事業 研修医手当等 1人 H月 当た り 50千 円

9



地観医4介議総合確偲墓金 (医療分)の標準単価
〔剛価 2)

事業区分 対象経費 標準単価

看護聰員資質向上推進事業 看護職員資質向上推進事業の実施に必要な経費

看護教員終続研修事業 1「 219千円
実習指導者講習会 2,193千円

鳴君覇諄摩丹
実
離 位当たり 6o4千円

(中期研修) 1か所当たり 3,192千円

受課弁〒1駕畠串宇
尿病lⅢ御する資の高い看護師育成事業

(構尿病)1,966千 円
協働推進研修事業 1か所当たり5,434千円
潜在看護職員復職研修事業
(潜在看護職員研修) 1か所当たり 1,481千円

歴萬薪整需甲瓢窪昂妹瑞 は撃望千留801千円

看護教員養成講習会事業

定員30人以上1

1 名毎

名毎

98千円/定員1名 毎
110千円/定員1名 毎

看謹師等養成所運営事業
(保健師養成所運営事業) 蓮,筆星傘尋議員恐響聾子異警尾霊議撃

外
肇
師謝

(1)基準観A
ア
イ 穂廷賢未盆賢華患1る養成所に監機

000円

専任教員分として定員20人増すごとに

基彗彗讐
是↑史量死う17言留と贅

i導
抵lェ

新任看護教員研修事業実施施設
受講者 1人当たり 340,000円看
鷲議曇〒賢暫更今参鵜汗濡辞詰実施施設

( 2

ウ

)

ア

イ

者護師等養成所運営事業
(助産師養成所運営事業) 量「警星事給尋議員懇響峯干異書尾肇静聾

外
肇師評

墨翠観A及び墨率額Bの合計額
(1年間で教育を行うもの〉
(1)基準額A

ア
イ 恋黎永お買毒亀見五養成所に監畿

000円

専径教員分として定員20人増すごとに
1,842.000円

事務議員分として1か所当たり 536,000円

基垂簑警
に司嬉 たり ‖ .削 0円 捺 じて得た額

新任督護教員研修事業実施施設
受講者 1人当たり 340,00o円看
鷲諮暑〒賢雪更今

参
概拝濡辞挙

実施施設
助産師学生実践能力向上事業実施施設

1か所当たり  4,510,000円

ウ

(2)
ア

イ

ウ

ぐ2年間で数冑を行うもの〉 ―

(1)基準領A

7 懇定
成
賢ふA賢喜を見る養成所に気よ宅

000円

専任教員分として烹員20人増すごとに

ウ 事務職員分として¬オ、所当たり 盈 器:留

が 達 嶺警
拝

1人 当たッⅢ ,甲円 を乗与て得機

ア 新
重景者
護守長雪痣j業誘祥濡詣

イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

ウ 助是欝事生尖違海比向せと堅箕穐施設
コか所当たり  41510,000円
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〔層咀鶴 2〕

地暖医療介霞ぬ合確保轟金 (医叢分)の標準単価

事業区分 対象経費 票 準単価

晉議師等養成所運営事業
(看護師(3年課程)養成所運営事業)

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師y沖

金、専任事務職員給与貴、案習施設謝金 等

丞卑霞A及び丞率霞Bの合計額
く全日制〉
(1)基準額A           ′

ア 養成所1か所当たり    16.178.000円
イ 統合力リキュラム実施施設  G,G38,000円
ウ 総定員が120人 を超える養成所において

専任教員分として定員30人増すごとに
1,842,000円

工 事務職員分として 1か所当たり 536,000円

有 宍暮篭握あ亀畠た猟浮を製践孫庭希与電
得た額

重点的支援事業実施施設 1か所当たり
1,087,000円

(2)
ア
基準領B
新柱看護教員研修事業実施施設

受講者 1人当たり 340,000円
看證教員養成講習会参加促進事業実施施設

受講者 1人当たり 1471000円
イ

く全日制であちて4年間で教育を行うもの及び定時制〉
(1)基準額A

ア 養成所1か所当たり    12,134,000円
イ 総定員が120人 を超える養成所において

専任教員分として定員30人増すごとに
1,381.000円

ウ 事務職員分として 1か所当たり 402,000円
工 生徒数に1人 当たり 15,500円 を乗して得た額
カ ヘき地等の地域における養成所に対する

重点的支援事業実施施設1か所当たり
1,087,000円

(2)基準観B
ア 新任看護教員研修事業実施施設

景講者1人 当たり 340,000円
イ 署護教員養成講習会参加促進事業案施施設

受講者 1人当たり 147,000円

看護師等養成所運営事業
(番護師(2年課程)養成所運営事業l

専任教員給与費、添肖J指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、臭習施設謝金 等

基率額A及び基準領Bの合計額
く全日制〉
(1)基準額A

ア 養成所1か所当たり    13,8891000円
イ 総定員力`80人を超える養成所において

専任教員分として定員30人増すごとに
1,842,000円

ウ 事務職員分として1が所当たり 536.000円
工 生徒数に1人当たり 17,600円 を乗して得た額
オ ヘき地等の地域における養成所に対する

重点的支援事業実施施設1か所当たり
1,004,000円

(2)
ア
基準霞B
新任看護教員研修事業実施施設

受講者 1本当たり 3491000円
看謹教員養成請習会参加促進事業実施施設

受講者 1人 当たり 147.ooo円
イ

(定時制〉
(1)基準額A

ア 養成所1か所当たり    lα  417.000円
イ 総定員が120人 を超える養成所において

尊任教員分として定員30人増すごとに
1,381.000円

ウ 事務職員分 として 1か所当た り 402.000円
工 生徒線に1人当たり 17.600円 を乗して得た額
ォ ヘき地等の地域における養成所に対する

二点的支援事業実施施設司か所当たり
1,004,000円

(2)基 準領B
ア 新任看護教員研修事業実施施設

受講者 1人当たり 340.000円
イ 看護教員養成講習会参加促造事業実施施設

受講者 1人当たり 147.000円

(通信布il〉

(1)基準観A
ア 養成所 1か所当たり    17,081,000円
イ 総定員が500人を超える養成所において

専任教員分として定員100人 増すごとに
1,842.000円

ウ 総定員が,00人を超える養虜所において
添削指導員分として定員100人増すごとに

1.595,000円
工 事務職員分として かヽ所当たり 5361000円
オ 生徒数に1人当たり 3,500円 を乗じて得た額
)基準額B       '
ア 新任看證教員研修事業実施施設

受講者 1人当たり 340,000円
イ 看護教員養成講習会多加促進事業実施施設

受講者 1人当たり 147,000円

(2
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t罰紙2)
地競医療弁護総合確保基金 (医療分)の標準単価

事業区分 対象経費 標準単価

看護師等養成所運営事業
(准看護師養成所運営事業)

専任教員給与費、添肖Ⅲ指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金 等

墨率額A及び基準額Bの合計観
(1)基準観A

ア 養成所1か所当たり     8,080,000円
イ 総定員が80人を超える養成所において

専任教員分として定員30人増すごとに
1.842,000円

ウ 事務職員分として 1か所当たり 53G,000円
工 生徒数に 1人当たり 1■ 100円 を乗して得た額
オ ヘき地等の地域における養成所に対する

二点的支援事業実施施設 1か所当たフ
973,000円

(2)基準額B
ア 新任看護教員研修事業実施施設

受講者 1人当たり 340.000円｀
イ 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設

受講者 1人 当たり 147,000円

看護師等養成所運営事業
(者護師養成所3年課程導入促進事業)

専任教員給与資、事務職員給与費 等 専任教員等配置経費 1か所当たり 8,408,000円

看護師等養成所運営事業
(助産師養成所開校促進事業)

専任教員給与費 等 専任教員配置経費 1か所当たり 3.316.000円

晋護師等養成所運営事業
t看護師養成所修業年限延長促進事業)

専任教員給与費 等 専任教員配置経費 1か所当たり 3,316.000円

新人看護職員研修事業の実施に必要な経費
医療機関受入研修事業の実施に必要な経費

新人言護暇員研修手案
(研修経費)

新人看護職員が1名 のとき 440千 円
・新人保健師研修又は新人助産師研修を含む場合

586千円
新人看護職員が2名 以上のとき 630千円
・新人保健師研修又は新人助産師研修を含む場合

776千円
。新人保健師研修及び新人助産師研修を含む場合
922千円

(教育担当者経費)215千円/新人看護磯良5人毎
(医療機関受

^研

修事業)          .
1名 ～4名  113千円
5名 ～9名  226千 円
10名 ～14名  5GG千 円
15名 ～19名  849千 円
20名 以上  11132千 円
20名 以上 1名 増す毎に45干円

新人看護職員研修事業

多施設合同研修事業の実施に必要な経費
研修責任者等研修事業の奥施に必要な経費
新人看謹職員研修推進事業の実施に必要な経費 (実地指導者研修) 1.171

新人看護磯員研修推進事業
(協議会経費) 2.307千円
(ア ドバイザー派遣経費)

多施設 合 同研 悟手 葉

(新人看護駐員合同研修)

(新入助産師合同研修)

千 円

研修責任者等研修事業
(研修責任者研修) 1
(教育担当者研修) 1

170千円/1か所

1.009千円
1.000千円

171千円

171千円

病院内保育所運営事業
内保育所の運営に必要な給与費、委託料 (給

に該 当す るもの )

病院
与資

(基本額―保百料収入相当観)X負担能力指数による調整率
基本額

1(2、 4、 6)人 X180.800円 X運営月数
(加算額)

24時間保育  23,410円 X運営日数
病児等保育 187.560円 X運営月数       f
緊急一時保育 20,720円 X運営日数
児童保育加算 10,670円 X運営日数
休日保育加算 H,630千円X運営日数

看護職員確保対策特別事業 総合的な看護職員確保対策特別事業に必要な経費
43.684千 円

訪間看護推進事業

訪間看證推進協議会及び事務局の運営に必要な経
費、案患調査に必要な経費
訪間看護事業所・医療機関に勤務する看護師の相
互研修の実施に必要な経費
在宅医療普及啓発事業の実施に必要な経費

訪間看護推進協議会         ―

(訪問看護推進協議会経費)298千円
(事務局経費)2,385千 円
(実態調査費)244千田

訪間看護事業所・医療機関に勤務する看譲師の相互研修
(訪問看護事業所の看護節の研修)G85千円
(医療独B既 の看護師の研修〕316千円
(訪問看護事業所間の相互研修)508千円

在宅医療普及啓発事業
(フ ォーラム等開催費)198千円
(普及啓発バンフレット作成等経費)68千 円

競業環境改善相談
な経費

指導者派遣事業の実施に必要

競労環境改善研修事業の実施に必要な経費

(就菜環境改善相談・指導者派遣事業)

総合相談窓口設置経費 3,911千円
アドバイザー派遣経費 684千 円
(就労環境改善研修事業)824千円看護職員の就労環境改善事業

就労環境改善支援事業の実施に必要な経費 (~就労環境改善支援事業)2.291千円



事業区分 対象経費 標準単価

菅護補助者活用推進事業 警護補助者活用推進事業に必要な経費 1医療国あたり 328千 円

在宅歯科医療連携室整備事業 在宅歯科医療連携窒整備事業に必要な経費 4,058千円

看護師等養成所初度設備整備事業 標本ご犠型及び教育用機機器具等の購入費 21,735干 円

看護師等養成所教育環境改善設備整備事業
貫奏

師等養成所の在宅を護実聟室に必要な備品購
2.650千円

院内助産所・助産師外来設備整備事業
暁内助産所・助産師外未開設のための設備整備と
して必要な医療機器等の備品購入貴

3,811千円

在宅歯科診療設備整備事業 と宅歯科診猿に必要な医療機器等の備品購入費 3.638千円

がん診療施設設備整備事業 がん診猿施設として必要ながんの医療機器及び臨
床検査機器等の備品購入費

31,500千 円

医学的リハビリテエション施設設備整備事
業 履豪謝杵常甚文桑

~シヨン施設として必
fな
医療10,500千円

歯科衛生士養成所初度設備整備事業 標本、模型及び教育用機機器具の購入費 11,000千円

在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備
事業

口腔のケァに必要な歯科臨療機器等購入費 1,432千 円

地観E凛介議総合確儒碁金 (医療分)の標準単価
t罰描 2〕

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施
設整備事業 医療機関の施設整備費用 (新築、増改築) l nf当 たり380キ円

※上記に記載の無い事業の実施に当たっても、標準単価や類似の補助との交付要網等を参考に適切な単価設定を行うこととする。
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